
島 根 県 報
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土 木 部

浜田県土整備事務所

浜田ダム操作規則（昭和��年島根県訓令第��号）の一部を次のように改正する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

受訓先を
「土 木 部

浜田県土整備事務所」
に改める。

第��条第�項中「浜田土木建築事務所長」を「浜田県土整備事務所長」に改め、同項第	号中「平成�
年�月��日訓河

第���号」を「平成��年�月��日訓河第���号の�」に改める。

	 


この訓令は、平成��年�月�日から施行する。
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土 木 部

松江県土整備事務所

山佐ダム操作規則（昭和��年島根県訓令第�号）の一部を次のように改正する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

号外第��号 平成��年�月��日 (�)

� �

� �

浜田ダム操作規則の一部改正 （河 川 課） �

山佐ダム操作規則の一部改正 （ 〃 ） �

御部ダム操作規則の一部改正 （ 〃 ） �

三瓶ダム操作規則の一部改正 （ 〃 ） �

八戸ダム操作規則の一部改正 （ 〃 ） �

銚子ダム操作規則の一部改正 （ 〃 ） �

布部ダム操作規則の一部改正 （ 〃 ） �

大長見ダム操作規則の一部改正 （ 〃 ） �

美田ダム操作規則の一部改正 （ 〃 ） �

大峠ダム操作規則の一部改正 （ 〃 ） �
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平成��年�月��日 (金)
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(毎週火・金曜日発行)
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島 根 県 報

受訓先を
「土 木 部

松江県土整備事務所」
に改める。

第�条第�項中「松江土木建築事務所広瀬土木事業所長」を「松江県土整備事務所広瀬土木事業所長」に改め、同条第

�項中「平成��年�月��日訓河第���号」を「平成��年	月
�日訓河第����号の」に改める。

第��条中「松江土木建築事務所長」を「松江県土整備事務所長」に改める。

� �

この訓令は、平成��年月�日から施行する。

������	


土 木 部

浜田県土整備事務所

御部ダム操作規則（平成�年島根県訓令第�号）の一部を次のように改正する。

平成��年	月
�日

島根県知事 澄 田 信 義

受訓先を
「土 木 部

浜田県土整備事務所」
に改める。

第��条中「浜田土木建築事務所長」を「浜田県土整備事務所長」に、「松江地方気象台から降雨に関する警報が発せら

れたときその他知事が別に定める場合には」を「次の各号のいずれかに該当するときは」に改め、同条に次の各号を加え

る。

� 松江地方気象台から浜田地区又は益田地区において降雨に関する警報が発せられたとき。

� 前号に掲げるもののほか、御部ダム操作細則（平成��年	月
�日訓河第����号の。以下「細則」という。）で定

めるところにより、洪水の発生が予想されるとき。

第��条第�号、第��条及び第��条中「知事が別に」を「細則で」に改める。

第��条中「知事が別に」を「細則で」に、「基準に従い」を「ところにより」に､ ｢､ ダム｣ を ｢及びダム｣ に改め

る。

第��条中「知事が別に」を「細則で」に、「基準に従い」を「ところにより」に改める。

第��条中「知事が別に」を「細則で」に改める。

第�
条中「手続き」を「手続」に、「知事が別に」を「細則で」に改める。

� �

この訓令は、平成��年月�日から施行する。
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土 木 部

県央県土整備事務所

三瓶ダム操作規則（平成�年島根県訓令第�号）の一部を次のように改正する。

平成��年	月
�日

島根県知事 澄 田 信 義

受訓先を
「土 木 部

県央県土整備事務所」
に改める。

第��条第�項中「川本土木建築事務所大田土木事業所長」を「県央県土整備事務所大田事業所長」に改め、同条第�項

中「平成�年	月��日訓河発第���号」を「平成��年	月
�日訓河第����号の」に改める。

号外第
�号 平成��年	月
�日(�)



島 根 県 報

第��条中「川本土木建築事務所長」を「県央県土整備事務所長」に改める。

第��条の見出しを「（細則）」に改める。

� �

この訓令は、平成��年�月�日から施行する。
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土 木 部

浜田県土整備事務所

八戸ダム操作規則（平成�年島根県訓令第�号）の一部を次のように改正する。

平成��年�月	�日

島根県知事 澄 田 信 義

受訓先を
「土 木 部

浜田県土整備事務所」
に改める。

第�
条第�項中「浜田土木建築事務所長」を「浜田県土整備事務所長」に、「及び」を「又は」に改め、同条第�項中

「平成��年��月�日訓河第���号」を「平成��年�月	�日訓河第���号の�」に改める。

� �

この訓令は、平成��年�月�日から施行する。
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土 木 部

隠岐支庁

銚子ダム操作規則（平成��年島根県訓令第�号）の一部を次のように改正する。

平成��年�月	�日

島根県知事 澄 田 信 義

第��条第�項中「隠岐支庁土木建築局長」を「隠岐支庁県土整備局長」に、「松江地方気象台西郷測候所から降雨に関

する警報が発せられた」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同項に次の各号を加える。

� 松江地方気象台から隠岐において降雨に関する警報が発せられたとき。

� 前号に掲げるもののほか、銚子ダム操作細則（平成��年�月	�日訓河第���号の�。以下「細則」という。）で定

めるところにより、洪水の発生が予想されるとき。

第��条第�項を削る。

第��条第�号中「松江地方気象台西郷測候所」を「松江地方気象台」に改める。

第��条の見出しを「（細則）」に改める。

� �

この訓令は、平成��年�月�日から施行する。
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土 木 部

松江県土整備事務所

布部ダム操作規則（平成�	年島根県訓令第�	号）の一部を次のように改正する。

平成��年�月	�日

号外第	�号 平成��年�月	�日 (	)



島 根 県 報

島根県知事 澄 田 信 義

受訓先を
「土 木 部

松江県土整備事務所」
に改める。

第��条第�項中「松江土木建築事務所広瀬土木事業所長」を「松江県土整備事務所広瀬土木事業所長」に改め、同条第

�項中「平成��年�月�日訓河第�	�号」を「平成�
年�月��日訓河第���号の�」に改める。

第��条中「松江土木建築事務所長」を「松江県土整備事務所長」に改める。

第��条中「所により」を「ところにより」に改める。

� �

この訓令は、平成�
年�月�日から施行する。
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土 木 部

浜田県土整備事務所

大長見ダム操作規則（平成��年島根県訓令第��号）の一部を次のように改正する。

平成�
年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

受訓先を
「土 木 部

浜田県土整備事務所」
に改める。

第�条中「浜田土木建築事務所長」を「浜田県土整備事務所長」に改め、同条第�号中「平成��年�月�日河第���	

号」を「平成�
年�月��日訓河第���号の�」に改める。

第��条の見出しを「（細則）」に改める。

� �

この訓令は、平成�
年�月�日から施行する。
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土 木 部

隠岐支庁

美田ダム操作規則（平成��年島根県訓令第�号）の一部を次のように改正する。

平成�
年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

第�条中「隠岐支庁土木建築局長」を「隠岐支庁県土整備局長」に改め、同条第�号中「松江地方気象台西郷測候所」

を「松江地方気象台」に改め、「から」の次に「隠岐において」を加え、同条第�号中「美田ダム操作細則（平成��年��

月��日訓河第���号」を「前号に掲げるもののほか、美田ダム操作細則（平成�
年�月��日訓河第���号の�」に改め

る。

第��条第�号中「松江地方気象台西郷測候所」を「松江地方気象台」に改める。

第��条中「手続き」を「手続」に改める。

� �

この訓令は、平成�
年�月�日から施行する。

������	�

号外第��号 平成�
年�月��日(�)



島 根 県 報

土 木 部

益田県土整備事務所

大峠ダム操作規則（平成��年島根県訓令第��号）の一部を次のように改正する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

受訓先を
「土 木 部

益田県土整備事務所」
に改める。

第�条中「益田土木建築事務所長」を「益田県土整備事務所長」に改め、同条第�号中「大峠ダム操作規則（平成��年

�月�日訓河第	
	号」を「大峠ダム操作細則（平成��年�月��日訓河第�	
�号の�」に改める。

� �

この訓令は、平成��年�月�日から施行する。

号外第��号 平成��年�月��日 (	)
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島 根 県 報号外第�
号 平成��年�月��日(
)


